
郵政民営化法平成２４年改正前後の日本郵政グループの再編成

議決権ベース：36.4％※１

【当初の郵政民営化法】
（平成19年10月～平成24年9月）

政 府

日本郵政
【特殊会社】

完全処分義務
   （平成29年9月末まで）
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100％ 保有義務
ユニバーサルサービ
ス義務(郵便)

【改正後の郵政民営化法】
（平成24年10月～現在）

政 府

日本郵政
【特殊会社】

1/3超 の保有義務

その全部を処分することを目指し、
両社の経営状況、郵政事業に係る
基本的な役務の確保の責務への
影響等を勘案しつつ、できる限り
早期に、処分
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1/3超 の保有義務

100％ 保有義務
ユニバーサルサービ
ス義務(郵便、貯金・保
険の窓口業務の基本
的サービス)

※１ 令和８年５月末時点

議決権ベース：49.9％※２議決権ベース：49.8％※２

※２ 令和８年３月末時点
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